
医薬品、健康食品と知的財産 

長野県知財総合支援窓口 久保 順一  
 
１．はじめに  

新型コロナウイルスの流行により、医薬品や体調を維持・向

上させる健康食品が注目されました。また、本年のノーベル生

理学・医学賞に新型コロナウイルス感染症に対するｍＲＮＡ

ワクチンに関する研究成果をあげたアメリカの学者が選出さ

れました。  
そこで、本稿では医薬品と健康食品との法規制上の内容や

差異を確認すると共に、知的財産面、特にコロナ禍の前後の状

況の変化に着目して調査・考察します。  
 
２．医薬品と健康食品 
（１）相違点  

①「医薬品」は薬事法によって決められており、「人又は動物の身体の構造又は機

能に影響を及ぼすことが目的であって、機械器具等でない物」とされています（抜

粋）。そして、名称、成分、用法、用量、効能・効果、副作用など安全性、有効性に

関する調査が行われ、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。  
 ②「健康食品」には、法律上の定義はなく、「健康の維持に資する食品として販売・

利用されるもの」を総称しています。医薬品以外の健康の維持・増進に特別に役立

つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般

を指しています（厚生省）。なお、健康食品は、保健機能食品（特定保健用食品、栄

養機能食品、機能性表示食品）に該当する場合には機能表示が可能です。  
（２）医薬品の開発  
 医薬品の開発には多くのプロセスと時間が必要とされます。 
 一般的に承認申請後承認までの期間は１～２年ですが、その前に開発、試験、治

験等に時間がかかり、１０～２０年かかると云われています。 
 このため、医薬品は新しい種類の病気（コロ

ナ禍等）には速やかな対応が困難ですが、健康

食品は早期に反応可能です。そこで、本稿では、

コロナ禍の前後において両者の特許出願件数や

内容を比較してみました。 
（３） 医薬品の特許出願状況（第１図） 

① 出願は２００５年をピークに減少したも

のの、２０１１年を底に再び増え、２０１

９年には１９９０年以降最多になってい
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第１図 医薬品特許出願件数

医薬品出願 医薬品登録



ます。特許全体の出願傾向では２０１１年

をピークに減少が続いていますが、それと

は異なる動きをしています。 
② 出願件数には増減の動きがありましたが、

登録件数は一様に増加しています。これ

は、出願の質が向上し、登録率が上がって

いることを表していると思われます。  
（４）健康食品の特許出願状況（第２図） 
 ①出願件数は２００４年及び２０１８年をピ  

ークに増減はあるものの、横ばい状態が続  
いています。  

②一方、登録件数は、医薬品と同様に一律の増加が続いています。  
 
３．コロナ禍前後の特許分類 
 特許分類は、特許庁が各件に対して国際分類に基づい

て付与しています。特許分類から、技術内容や変遷の有

無を確認することができます。  
 そこで、２０１９年（コロナ禍前）と２０２１年の出

願の特許分類を比較して変化の有無を確認しました。  
（１）医薬品について（第３図）  
 Ａ６１Ｋ３１（有機活性成分を有する医薬品製剤）が

最も多く、次にＡ６１Ｐ４３（他に展開されていない特

殊な目的の医薬）が続いていますが、基本的には大きく

変わっていません。しいて云えばＣ１２Ｎ５（ヒト，動

物または植物の細胞，組織；その培養または維持；その

ための培地）が１．７倍、Ａ６１Ｐ３１（抗感染剤，消

毒剤，化学療法剤）が１．５倍に増えています。 

（２）健康食品について（第４図）  
 同じく２０１９年と２０２１年の出願の特許分類を比

較しますと、Ａ２３Ｌ３３／００（食品の栄養改善：ダ

イエット用製品；それらの調製方法・処理）に関するも

のが４３％で最も多い点、両者中のそれぞれの分類比率

も変化していない状況です。 
 
４．「コロナウイルス」を含む特許出願の変化 
 そこで、発明の詳細な説明中に「コロナウイルス」の文言を含む特許出願状況を

確認してみました。コロナ禍を意識した特許出願であることが確認されます。  
（１）医薬品（第５、６図） 
 出願件数は、２０１９年までは年間３００件前後でしたが、２０２０年以降は急

増しています。２０２１年には２０１９年の３．３倍になっています。  
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第２図 健康食品特許出願件数
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第４図 健康食品の分類
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第３図 医薬品の分類
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 技術内容（特許分類）は、２０１９年まではＣ１２Ｎ５（ヒト，動物または植物

の細胞；組織；その培養または維持；そのための培地）が多かったが、２０２１年

にはＡ６１Ｐ３１（抗感染剤，抗菌剤，消毒剤，化学療法剤）が最も多くなり、続

いてＡ６１Ｋ３１（有機活性成分を含有する医薬品製剤）となっており、両者共に

４倍以上になっています。 

（２）健康食品（第７、８図）  
 ２０１９年には１３件のみでしたが、コロナ禍が発生した２０２０年には３９件、

２０２１年には６８件と急増しています。多い分類は、Ａ２３Ｌ３３（食品の栄養

改善；ダイエット用製品；それらの調製または処理）とＡ６１Ｋ３６（藻類，地衣

類，菌類もしくは植物またはそれらの派生物からの物質を含有する構造未知の医薬

品製剤）です。  

 
５．商標出願の変遷（第９図）  
 医薬品と健康食品の商標出願件数の推移を確認します。商標出願は創作・出願が

比較的行い易いとともに、出願から約１か月で公開されますので、市場状況を速や

かに確認できる特徴があります。  
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第５図 医薬品コロナ特許件数
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第７図 健康食品コロナ特許件数
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 件数の調査は商品分類で行いました。医

薬品は０１Ｂ０１（薬剤（農薬に当たるも

のを除く。）、医療用試験紙、第５類）、健康

食品は３２Ｆ１５（サプリメント、第５類）

です。 
 健康食品は緩やかな増加傾向にありまし

たが、いずれも２０１２年頃から更に増え、

２０２０年以降急増しています。２０２０

年以降の急増は、コロナ禍の影響と思われ

ます。 
 なお、２００７年の急増・急減は、小売等役務商標制度の採用により第３５類の

出願が一時的に増加したことの表れと思われます。  
 
６．まとめ  

健康を守ることは、人はもちろんのことペットや家畜等の動物にとっても大切な

ことであり、コロナ禍によって一層重要性を感じるようになりました。  
そのような中、知的財産面からどのような対応が行われてきたか把握しておき、

今後同様の事態が発生したときにそのデータを活かして速やかに対応できるように

することが期待されます。 
長野県知財総合支援窓口は、知的財産面から産業の発達や企業の活性化等の社会

の健全な発達のための支援を行いますので、ご活用をお願い致します。  
以上 

（原稿作成 ２０２３年１０月）  
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